
特定非営利活動法人悠声会・役員報酬規程

(目 的)

この規定は、特定非営利活動法人悠声会の役員報酬規程 (以下 役員報酬規程と

いう。)について、平成 26年 10月 臨時総会にての決議に基づき理事会にて定め

たものである。悠声会が円滑に運営される為に、役員への報酬を定めることを目

的とする。

第 1条

(役員報酬金額)

第 2条  悠声会の役員報酬は 0円 とする。

付則

1。 この規定は平成 26年 10月 14日 より施行する。



ア ヽ 職員給与規定

(目 的)

第1条 この規定は、特定非営利活動法人悠声会(以下会という)の職員(以下職員と

いう)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条  職員とは、会の円滑な運営に資する業務を行 うために雇用された者をいう。

(給与の種類)

第3条  この規程において給与とは、給料及び諸手当をいう。

2 給料とは、定められた勤務時間による勤務に対する報酬をいう。

3 諸手当とは、通勤手当(交通費)をいう。

(給料額の決定)

第4条  職員の給料額は、会における業務内容及び職員としての経験等を基準とし

て会長が決定する。

(給料額の計算)

第5条  給料額の計算は、前月 1日 より末日までの勤務実態によるものとする。

2給料月額は、定められた時間給に勤務時間数を乗じて得られた額とする。

(通勤手当)

第6条  通勤手当(交通費)は、全額支給する。但し、片道 2h未満は除く。

2通勤手当の額は、運賃・時間。距離等の事情にてらし、最も経済的かつ合理的

と認められる通勤経路による額とする。

3通勤手当の計算は、前月 1日 から末日までの勤務実績によるものとし、

当月の給料と併せて支給する。

(給与の支払い)

第7条  給与は、毎月 10日 に本人名義の口座に振込むことにより支払 う。

但 し、当日が銀行の体業日に当る時は、直前の銀行営業日に繰 り上げて支

払 う。

付則 1、 この規程は平成 28 年 6 月 12 日より施行する。

△



書式第 17号 (法第 55条関係)

活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項を記載したマ

法人名 特定非営利活動法人悠声会 事 業 年 度
令和 2年 4月 1日 ～

令和 3年 3月 31日

1 資金に関する事i項|[①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

(1)収益| の明細

② 借入金の明細

金    額収 益 源 泉 の 内 訳

4,000円受取入会金

549,000円正会員受取会費

777,500円受取寄付金

0円器具の普及販売事業収益

1,863,996円人口鼻販売収益

217円受取利息

円

円

円

円

円

円

円

円

3,194,213円△
口 計

借 入 先 金    額

な し 0円

円

円

円

円

ノゝ
ロ 計 0円

な し

(3)そ

32条第 1 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

12) る び条件等

料 金 条  件  等貸 付 資 産 の 内 容

な し 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 0円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ
ロ と

住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等氏名又は名称

1,863,996円 人口鼻等販売手数料

100,000円 寄付金

50,000円 寄付金

50,000円 寄付金

20,000円 寄付金

る |の 5者

(2)費用の生ずる |の 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ を含む。

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

な し 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 内 容 等取引金額氏名又は名称 住所又は所在地

1,135,200円 事務所賃借料

132,000円 電話代行

116,433円 総会議案書印刷費

91,126円 インターネット料金

TV視 聴 料68,112円



ロ (金銭 けを含む。)

ハ 役務の提供 等を含む。)

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等取引先の氏名等

法人との

関  係
住所又は所在地

0円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

役務の提

供年月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

法人との

関  係
住所又は所在地取引先の氏名等

0円な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円



寄 附 金 額 受 領 年 月 日氏 名

0円

円

円

円

円

な し

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事:項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20 の の

び当該職員 る給与の総額に関する事項]

日

□

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

0円な し



支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

なし。 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

ロ した した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が200万円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送

つ けるそし

実  施  日 使 途 金   額

なし。 0円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3運営組織及び田理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金自Dヨ脳め観 らかでないものがある摯 Dヨ開肛樹田動節確れていないこと

(a

口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計につし るヽこと、又枷帳簿書類の備付け、取引の記

法人名 舞ック欄

○

イ

③ 各欄D人脚申よ 第3表付表1『役員の状況』から転配してくださしヽ

日

項  目 最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合
最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ
割 合

役員数
る者及びこれ

②÷① (④÷◎
族等」のグループの人数

① ② ③ ④ ⑤

区 分

③

令和2年 4月 1日 ～
■

令和
`年

3月 31日 0%8人 0人 0% 0人

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 0% 人 %

申 請 時① ◎④ ⑮ ◎

上記を証する書類の名称とその内容等
はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

各社員の表決権が平等である

定款第27条第1項 各工会員の表決権は

平等なものとする。

書式第7号 (法第44条051条058条関係)

認定基準等チェック表  (第 3表) ロ コ

(注意l中ロ

・躍定艶準等チェック表 (第 3コ :よ 法第関彙第1項に基づく書類 (役員欄酬用租専腱出口Dの提出時においても融 び添付

する1麟目があります。その場合、上記口の配載の必要はありません。

・認定の有効期間の受新の申請に当たつて:ム 法第5彙第1項目饉づく書類 ⑬■廂酬楓程中掲出書類)に記載した事項について、

改めて配職する必要はありませ
―
|ん.



ハ

項
日
Ｈ ③ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の

保存を青色申告法人に準じて行っている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有③ 有・無 有・無 有・無 有 。無 有・無

第3表 (ツdD

匡
=コ認定の有枷 更新の申鯖に当たつて|よ 法第闘条第1項に基づく書類 0日旧日闘組略日田剛Dに■載した事項について、改

めて記職する必要はありません。

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

区分欄の 輌⑥」から口◎」欄に:よ 実績判定期間の各事

業年度 (又は各年)を記載しま・九

第3表付表1「役員の状況」を記載して、口①り、輌②」及

び 口④」の各欄に該当する人数を転記しま・九

イの各欄

該当する一方を「○」で囲みま
‐
九

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄に|ム 例え

は 「定款|(又は会員:D第○条に正社員の表決権 (又は議決

相)は平等に一票を与えると規定」のように記載します1

口の各欄

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「墜壼L
l■I`⊇」__IL生」動含」ヨ」雪邑E菫型輩壼[壺」置:

生墜K二盪エ

② 口帳停書類の備付け、取引の記録及

び帳簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の「は壼L二」Ω上

した」詮座塾二壺
=壁

表」室塑Lm國璽巴
ｈ
一

レ

一一

さ
一

だ
一

′
ゝズ

一
■
■

ヨ
〓墨幽を

一迦塑量

ハの各欄

二の各欄

該当する一方を「○」で田みま・九

なお、「③」から輌◎りについてlム 上記イに記載する各

期間 (RЭ」から nO」 )を示したもので九

該当する一方を rO」 で囲みます。

なお、口③りから「◎」について:ょ 上記イに謝 る各

期間 (輌③」から nC週 )を示したもので九



法人名 特定非営利活動法人悠声会 ③ ⑥ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 8人 人 人 人 人

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー
0人 人 人 人 人

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれらの

者の親族等」のグループの人数

0人 人 人 人 人

人

人

人

書式第8号 (法第44条・51条 058条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

役 員 の 内 訳

続柄

等

就 任 等 の 状 況

①
住  所 職名

理事

事

　

事

　

事

監
　
　
理

　

監

事
　
一

理
　
一

事

　

事

　

一　

事

　

陣

監

　

理

　

一　

監

　

理

理事

監事

理事

氏  名
③

○

〇

○

○

○

○

○

○

⑥ ◎ ◎ 闘 就任・退任 年月日



書式第 9号・ (法第 44条 051条058条関係)

帳 簿 組 織 の 状 況

(回旧[(lD

・ 『伝票又:劇目障名」欄よ 例ぇば 晴餞出1‖口、『網勘定測胸、『経費帳』などのよう:載 します。

・ 『左の幅簿等の形態」欄よ『3枚櫻甲伝票」、ウι″・ズリーフ」、『装T根簿」などのように記載します。

『記幅の時期』欄よ「毎日」、「―週間ごと」

第3表付表2

のように記載します。

法第騎条第1項に基づく書類 0■ロロ闘羅等島出書類)に配載した内容に変更

特定非営禾:拓1動法人悠声会法 人 名

記帳の時期 保存期間左の帳簿等の形態伝 票 又 は 帳 簿 名

10年月 1回
会計ソフト「会計王」使用

ルーズリーフ
総勘定元帳

月 1回 10年
会計ソフト「会計王」使用

ルーズリーフ
仕訳日記帳

10年都度単票入金伝票 0出金伝票

がないときは 添付を襴略することができます。



法人名 特定非営利活動法人悠声会 舞ッタ欄

4事 業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治所頭騰 を行っていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資塵の議渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財塵の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 1実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

ロ

◎ 申詢蜘キ⑤ ◎ ①③目項

有・ 無 有 。無有 0無 有・ 無 有・ 無有
宗教の教義を広め、儀式を行い、及び

信者を教化育成する活動

有 。無 有 。無有・ 無 有・ 無 有 。無有

⌒

・∪政治上の主義を推進し、支持し、又は

こオuこ反夫「 ケる薔舅助

有・ 無有・ 無 有・ 無有

′
白
ヽ

・マリ 有・ 無 有 。無

特定の公職の候補者若しくは公職 に

ある者又は政党を推薦し、支持し、又

はこれらに反対する活動

項 目 ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申詢昴寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別の利益の供与の有無

⌒

有健ジ 有 。無 有・無 有・無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の警が当該資産の

その議渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が力配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

有① 有・無 有。無 有 。無 有 。無 有。無

役員等に対し役員の選にその他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別の利益の供与の有無
有① 有 。無 有・無 有 。無 有・無 有。無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくはイ四職にある者に対する寄附の有無
有① 有 。無 有・無 有・無 有・無 有。無

書式第10号 (法第44条・51条058条関n

認定基準等チェック表  (第 4表 ) (布層D

(注卿中D
・ 咽嘘盛諄時チェック表 (第 4表)』 !よ 法第5彙第1項に書づく書類 (役員輌酬爛程簿提出書類)の慢出時においても記載

及び添付する必要があります.その場合、『認定基準等チェック表 第4表 (次葉)0颯び二)」 の出載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間DI更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員欄酬畑鴨略腱出日順):=配載した事項につい

て、添付を襴略することができます。

○



チリ舛籠法人名 特定非営利活動法人悠声会

5 次に掲げる:害輌について閲寛の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 1特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又国職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の議演等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

こ海外送金等の金嶽扱び使途並びにその予定日を記載した書類´ヽ 助成の実績並d

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合に|よ 正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において関覧させることに同意する。

※回覧に関する御唄:1(社内側紛 等がある場合に|ま その細則 (社内側船 等を添付してくださ1、

同  意

しない

イ

① l事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借組織な 活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:書勤

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記1事項証明書の写D

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又|」職員給与の支給に関する;昴程

ホ

次の事項を調戦した書類

① 収益の購胡:Iの明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生する取引のそれぞれについて、取引金藩の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくF欝話諸又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と特殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が
"万

円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及

…

月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当雄 に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した翻附金の顔並びにその相手先及び支出年月日

⑦ l海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金輛謝` 2∞ 万円以下の場合1郵艮る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 嘘 支給.を行.っ た場合に事後に蔚 に提出した書類の写し

② l海外への送金又は金銭の持出し(その金額が2∞ 万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条058条関倒0

エ ツ

∝菫中D
・ 認定基準幕チェック表第5卿よ 法第騎彙第1項に基づく書類 (役員輌酬規濯諄提出書類Dの提出時に記載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効醐間DI更新の申睛に当たつては、澤付の必要はありません。

5

ハ
ノヽ



書式第14号 (法第44条・51条・58条関輸

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人悠声会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表 (第 7表 )

認定基準等チェック表 (第3表)

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

先,タロ

事業年度 設立年月日

(減菫中D
・ 法第闘彙第1項に薔づく書類 (役員輻麟ロロ嘲日出椰 Dの腱出時に当たつては、日定薔準檸チェック豪 (第 6表及び第31D

:よ 記崚する必要はありません。

・ 認定の有効朗固ゆ|口新の申睛に当たつてIム

…

エツク豪 (第 6表及び第8表)の記載の必日まありません。また、法

第55彙第1項に基づく書類 (役員

"□

欄口■‖■出書類Dに記崚した事項について、改めて記職する必要はありません。

6 1輿績判定期間を含む洛事業年度の特定非営利活動促邁餞第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定軟等を同法第29条の規ににより所轄庁に提出していること

先

"閥

特定非営利活動促進法第
"条

に規定する事業報告書等及("L員名簿並びに定款等の所輔庁への提出の有無

③ ⑥ ◎ ④ ◎

有 ・ 無 有 。 無 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

た,夕欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

○
…

ェック表 (第 7劇|:よ

"臨

5彙第1項に基づく1‖I(役員錮開硼闘開聾□Dの日卸引議彙及

び澤付する必甍があります。

④ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

有。③ 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。 無



書式第15号 (法第44条051条058条関傷0

欠格事由チェック表

法人名 チェッタ欄

は認定、仮認定又国認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに腋当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取

合において、その取消しの原因となつた事実があった日以前 1

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消しの日から5年を経過しないもの

日 禁日以上の刑に処せられ その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは曇力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法204条等α日隠1)

若しく したことにより、又は国税者しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せらオし、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
園
==四

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 している法:人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当腋滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人

5
6 次のいずれかに該当する法人

イ 暴力団
口 暑力団又は暴力国の構成員等の続制下にある法人

り

O

1 役員のうち、次のレ

認定働OH酪驚

"理
訳力稲定を取り消された場合又は仮国自騎諄籠rl躍口巌人が仮

“

定を取

り消された場鰊口

“

てヽ、その取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当麟

“

掟哺腱リト

営和1贈動法人ヌは当腋仮田自師認罐申用田勝ムのその第務を行う理中であった者でその取消し

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第
"4条

等若しく|ま暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、そα潮貯勲 終`わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

イ

の日から5年を経過

ロ 禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

有

有

有

ハ

有 ・

はい・0ヽレヽえ９

“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

はい 。
| Vヽ3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい

添付
「
ヨ

ロ
整

Ｆ
卜
」

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、

_■【ェ≧■1」』型」日整
`ヨ

E直」退麹]塑]蔓菫[璽型L員コ:望」遮」団E曇壁菫]理」挫
`邑

壺:り]國E興]胆整回
=艶

二生__
(注 1)その他の事務所がある場創よ その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

5 しなυ

6 次のレ

はい

ロ はい レヽ


